
平成２９年１１月９日
九 州 地 方 整 備 局
福 岡 国 道 事 務 所

電柱・電線の無い街に！
～国道２０８号八江地区無電柱化事業完成～

や つ え

○福岡国道事務所では、大牟田市の国道２０８号において無電柱化事業

を推進しています。

○無電柱化事業とは、空中に張りめぐらされる電線を地中に移設し、さ

らに電柱を失くす事業です。これにより、①道路の防災性能の向上、

②通行空間の安全性・快適性の確保、③良好な景観形成等の効果が期

待できます。（別紙－１参照）

○この度、国道２０８号大牟田警察署前交差点から八江町交差点間の約
や つ え ま ち

８３０ｍ区間で実施している八江地区無電柱化事業が完成しますので、
や つ え

お知らせします。（別紙－２参照）

○なお、日頃より道路の清掃や花の植栽活動等でお世話になっている地

域の方々と一緒に花植え等を実施します。（別紙－３参照）

※１１月１０日の「無電柱化の日」に完成します。

問い合わせ先

国土交通省 九州地方整備局 福岡国道事務所

技術副所長 横山 浩 ＴＥＬ ： ０９２－６８１－４７３１（代表）
よ こ や ま ひろし

管理第二課 岩本 誠治 ＴＥＬ ： ０９２－６８２－７７７３（直通）
いわもと せ い じ

E-mail:fukkoku@qsr.mlit.go.jp

URL:http://www.qsr.mlit.go.jp/fukkoku/



別紙－１
●無電柱化の目的

「①防災」「②安全・快適」「③景観」の観点から無電柱化を推進

①道路の防災性能の向上

②通行空間の安全性・快適性の確保

③良好な景観形成

□１１月１０日は『無電柱化の日』
平成２８年に制定された「無電柱化の推進に関する法律」の第10条に規定



別紙－２
●八江地区無電柱化事業の概要

１．事業区間 ： 福岡県大牟田市八江町～同市浄真町
（八江町交差点～大牟田警察前交差点）

２．事業延長 ： １．７ｋｍ（道路延長０．８ｋｍ）
３．事業期間 ： 平成２３年度～平成２９年度
４．入溝企業 ： 九州電力(株)、西日本電信電話(株)
５．撤去電柱 ： ５０本

【事業の流れ】
平成２３年度 調査設計
平成２４年度～平成２８年度 電線共同溝本体工事
平成２７年度～平成２８年度 連系・引込管路工事
平成２８年度～平成２９年度 景観整備工事

該当箇所

この地図は国土地理院電子地図を掲載したものである。
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別紙－３

●開催場所：宅峰中学校前

15:00～15:05 無電柱化事業の説明
15:05～15:20 花植え
15:20～15:30 歩道ブロックはめ込み
15:30～15:40 記念撮影（歩道橋）

至荒尾市

至柳川市

八江町交差点

宅峰中学校前

大牟田警察署
前交差点
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八江地区
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●催し物予定

花植え箇所 歩道ブロックはめ込み箇所

24cm
12cm

※雨天中止


